
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TOCALO Co.,Ltd.

最終更新日：2022年7月7日
トーカロ株式会社

代表取締役　社長執行役員　　三船　法行

問合せ先：人事総務部　TEL (078) 303-3433

証券コード：3433

https://www.tocalo.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識しております。

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業は社会の構成員であり、社会の公器である」との認識にたち、経営の透明性
を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等、あらゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、グループ全体として企業価値の向上と持
続的かつ健全な成長を成し遂げ、表面処理加工事業を通じて社会に貢献することであります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社の女性社員は、2022年4月時点では77名、正社員総数の9.9%となります。女性管理職は3名、管理職総数の2.04%となっております。

　外国人の採用は、将来のグローバル展開における海外出向要員を確保すべく、留学生の受入れや、採用実績のある大学へ打診をするなどの
活動を経て2018年から現在まで3名の採用を実施しました。

　中途採用は、社内要員計画を基に定期的な採用を実施しており、2022年4月時点では正社員総数の40.3％、管理職登用39.4％となっておりま
す。

　多様性の確保においては、2021年4月の新人事制度導入によって多様性の尊重、個々に合ったキャリアが形成できるようになりました。

　女性活躍を主としたダイバーシティ推進につきましては、2020年7月から取り組み、男女共に働きやすく、平等に活躍出来る職場を創造すべく、社
内環境や就業規則を見直す等の活動を推進しました。新たな取り組みとして、全社的にそれらの活動の必要性や認知の拡充を図るための社内広
告やイベントを企画実施しております。また、女性向けのスキルおよびキャリアアップ研修についても検討を進めております。

　自主的かつ測定可能な目標については、開示には至っておりませんが、今後の課題（マテリアリティ）に対して適切なKPIの特定を検討してまいり
ます。

　当社は、性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人財登用を実施しております。

　当社が持続的な成長と企業価値の向上を実現させるためには、多様な視点や価値観を尊重することが重要と考え、経験・技能・キャリアが異な
る人財を積極的に採用しつつ、これらの人財が活躍できる職場環境を整備します。

　中核を担う管理職層においても多様性の確保が重要との認識のもと、当社の現状と今後の取り組みに合う測定可能な目標を設定するために検
討を行っております。

　また、社員が持つ多様な価値観や能力を発揮することのできる機会を提供し成長を促すため、人財育成や社内環境整備の具体的なプランを策
定してまいります。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み】

　当社は、温室効果ガス排出削減をはじめとする様々なサステナビリティ課題に関して、社長を委員長とするサステナビリティ委員会を四半期ごと
に開催し、方針策定、計画立案、取り組みの進捗確認などを行うとともに、当社ウェブサイト等において適切な情報開示に努めております。

　人的資本や知的財産への投資等については、当社の経営戦略・経営課題を踏まえた分かりやすい情報の開示を検討しております。

　また、当社は「人と自然の豊かな未来への貢献」をビジョンに掲げ、気候変動対応を経営における重要課題の1つと位置づけており、TCFDが推
奨する取り組みを推進するとともに、4つの中核的要素「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標及び目標」を当社ウェブサイトに記載しております。

（https://www.tocalo.co.jp/sustainability/tcfd/）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

１．政策保有に関する方針

　当社は、2022年3月末時点で政策保有株式を保有しておりません。今後も原則として政策保有株式を保有しません。

２．議決権行使の基準

　当社は、政策保有株式を保有する場合には、当該企業の継続的な価値の向上に資するよう議決権を行使します。株主価値が大きく毀損される
事態や重大なコンプライアンス違反等が生じている場合には、十分な情報を収集の上、議案に対する賛否を判断します。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役会規程に基づいて、取締役会に付議すべき経営上の重要事項として取締役の競業取引・利益相反取引・多額の設備・財産の取
得・処分等は適時に取締役会に付議し、会社および株主全体の利益に資するように審議を実施しております。取引先が主要株主等である場合で
も、同様の考え方で運用しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】



　当社は、企業年金の積立金の運用について、運用利回り目標と目標達成のための基本ポートフォリオ及び乖離許容幅を定めた運用ガイドライン
を運用機関に交付した上で、運用機関から定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、モニタリングを行って
おります。なお、企業年金の事務局には、人事・財務・経理等の部門から適切な資質を持った人材を選出・配置しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

１．当社の目指すところ（経営理念・経営基本方針・経営指標）

　経営理念・経営基本方針は、当社ウェブサイトに記載しておりますのでご参照ください。（https://www.tocalo.co.jp/csr/index.html)

　経営指標につきましては連結ベースで、

　（１）　売上高経常利益率：15％以上の安定的達成

　（２）　自己資本純利益率（ROE）：15％以上の安定的達成

　（３）　総資産経常利益率（ROA）：15％以上の安定的達成

　以上の3項目を目標として掲げております。

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　本報告書のⅠ－１ 基本的な考え方に記載の通りであります。

３．経営陣幹部・取締役の報酬の決定

　本報告書のⅡ－１ 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】に記載の通りであります。

４．経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名

　当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設
置しており、当該委員会が取締役候補者の選解任案を審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。取締役候補については、幅広い経験や
高い見識を当社経営に活かすことのできる人材であることを要件として、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえて取締役会で決議し、株主
総会に付議します。また、監査役候補については、監査に必要となる専門性と豊富な知識を有する人材であることを要件として、社外監査役が半
数以上を占める監査役会の審議・同意を経て取締役会で決議し、株主総会に付議します。取締役および監査役の解任に当たっては、職務執行に
不正もしくは重大な法令・定款違反があった場合、または取締役・監査役の要件を満たさなくなった場合に、解任理由を明らかにした上で取締役会
にて決議し、株主総会に付議することとしております。

５．個々の選解任・指名についての説明

　社外取締役および社外監査役の個々の選任理由については、本報告書Ⅱ－１ 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】および【監査役

関係】に記載の通りであります。また、取締役および監査役の個々の選任理由については、「株主総会招集ご通知」に各候補者の経歴および選任
理由を記載しております。解任が行われる場合には、その重要性に応じて適宜開示を行うこととします。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、取締役会規程に重要事項を定め、これに基づいて運営されております。取締役会において承認された経営戦略・計画・方針等に基
づき業務執行に係る経営陣に委任しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　本報告書のⅡ－１ 機関構成・組織運営等に係る事項に記載の通りであります。

【補充原則４－１０－１　指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】

　当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員の過半数（5名中3名）を占め、かつ独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮
問委員会を設置しており、当該委員会が取締役候補の選任（後継者計画を含む）や取締役の報酬等について審議し、取締役会に対して助言・提
言を行います。その助言・提言を踏まえて、取締役会において決定することとしております。

　また、独立社外取締役は男性1名、女性2名で構成されており、法務、財務・会計、国際性・多様性、環境・社会問題と多様な専門スキルを有し、
それぞれの専門性に基づいた提言を行っております。

【補充原則４－１１－１　取締役会の多様性に関する考え方等】

　取締役会を構成する人材については、当社の業務を多面的に見渡せる知識・見識を有し、部門長として業務を統率した実績がある経験豊富な
人物を第一に選考しております。さらに、本人のマネジメント能力や適性、これまでの会社に対する貢献度を十分勘案した上で、それらを有する人
材に偏りが起こることなく、多様性を十分に図った上で、取締役会で候補者を審議することとしております。また、各候補者に期待する経験・専門性
については、「2022年3月期有価証券報告書」「株主総会招集ご通知」にスキル・マトリクスを記載しております。

　また、2021年6月25日開催の定時株主総会の決議により、他社での経営経験を有する独立社外取締役が1名選任されております。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役の兼任状況】

　社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役が他社の役員を兼任している場合は、取締役会でその内容を確認し、当社の業務に支障が
ないことを確認しております。決算日現在に存在する役員については、株主総会招集ご通知の「事業報告」に、新任の候補者については「株主総
会参考書類」にその兼任状況を記載することとしております。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性評価】

　当社は、取締役会事務局が作成したアンケートに基づき、全取締役および全監査役が取締役会の実効性を評価しております。2021年度の評価
の結果、取締役会の構成、運営及び議題等において概ね適正であると評価されましたが、その結果について全取締役および全監査役に報告し、
取締役会の実効性をさらに高める努力をしております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社の取締役は、自己研鑚のために積極的に外部講習やセミナー等を利用することによって、役割・責務・法令等に関する知識の習得に努めて
おります。また、当社の常勤監査役は、自己研鑚のために社団法人日本監査役協会の会員として、中堅企業監査実務部会およびセミナー参加等
を通じて知見を高め、他の監査役と情報の共有を図っております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、経営者またはIR担当者が機関投資家向けの決算説明会およびスモールミーティングを四半期決算毎に実施するとともに、個人投資家
に対する説明会も実施しております。また、個別の取材対応等も行っております。当社ウェブサイトにおいて、IRに関する情報および問合せフォー
ムを掲載することにより、一般株主が情報を得て当社に質問ができる環境を提供しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,980,700 16.41

株式会社日本カストディ銀行 8,758,800 14.40

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) 2,975,491 4.89

トーカロ従業員持株会 2,824,304 4.64

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS 2,288,094 3.76

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00 1,422,700 2.34

西條 久美子 1,036,400 1.70

GOVERNMENT OF NORWAY 966,769 1.59

KIA FUND F149 858,400 1.41

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 852,300 1.40

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項



組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鎌倉利光 弁護士

瀧原圭子 その他

佐藤陽子 公認会計士

冨田和之 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鎌倉利光 ○ ―――

　弁護士として高い専門性と幅広い見識を持っ
ております。また、当社との利害関係も存在せ
ず、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い社外取締役と判断したため、独立役員に指
定しております。

瀧原圭子 ○ ―――

　大学キャンパスライフ健康支援センターの特
任教授として健康増進に関する高い見識を有
しております。また、当社との利害関係も存在
せず、一般株主と利益相反が生じるおそれの
ない社外取締役と判断したため、独立役員に
指定しております。



佐藤陽子 ○ ―――

　公認会計士として財務・会計に関する専門的
な見識を有しております。また、当社との利害
関係も存在せず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれのない社外取締役と判断したため、独
立役員に指定しております。

冨田和之 ○ ―――

　大手製造会社で培った薄膜・半導体のプロセ
ス等開発の経験と同子会社経営者としての見
識を有しております。また、当社との利害関係
も存在せず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れのない社外取締役と判断したため、独立役
員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保することを目的として、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ独
立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。

　当委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。

　（１）　取締役の選任および解任に関する株主総会議案

　（２）　代表取締役の選定および解職ならびにその後継者プラン

　（３）　取締役の報酬等の内容の決定に関する方針

　（４）　取締役の個人別の報酬等の内容

　（５）　不祥事等発生時の報酬見直し

　（６）　前各号を決議するために必要な基本方針、規程および手続等の制定、変更、廃止

　（７）　その他、前各号に関して指名・報酬諮問委員会が必要と定めた事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から監査計画、監査結果等について詳細な説明を受けるとともに、自己の見解等につ
いて積極的に意見交換・情報交換を行なっております。また、会計監査人との間で、往査現場での講評への立ち会いならびにミーティングを開催し
ております。

　監査役は監査役監査の目的達成に資するため、内部監査部門である監査室から、内部監査結果等について定期的に報告を受け、意見交換・
情報交換を行なっております。また、必要に応じて監査室へ調査の依頼を行い、その結果を監査役監査の参考としております。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

吉田　敏彦 他の会社の出身者

中田　琢也 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉田　敏彦 ○ ―――

　上場企業の常勤監査役として培われた経験・
知識を有しております。また、当社との利害関
係も存在せず、一般株主と利益相反が生じる
おそれのない社外監査役と判断したため、独
立役員に指定しております。

中田　琢也 ○ ―――

　税理士として財務・会計の専門知識を有して
おります。また、当社との利害関係も存在せ
ず、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い社外監査役と判断したため、独立役員に指
定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明

　業績連動報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、株主との一層の価値共有を進めるため、目標とする業績指標に
連動した金銭報酬および株式報酬を支給しております。具体的には、基本報酬をベースとして、当社グループの経常利益額、売上高経常利益率、
ＲＯＥ、ＲＯＡ（経常利益ベース）の過去３年度平均により導き出した乗数を用いて業績連動報酬を算出しております。

　また、目標とする業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて経営計画と整合するように見直しを行うものとし、指名・報酬諮問委員会の助
言・提言を踏まえて取締役会で決定しております。

　業績連動金銭報酬は、毎月均等に支給しております。業績連動株式報酬は、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を毎年１回一定の時
期に付与し、その譲渡制限の解除は、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した時としておりま
す。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　連結報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在しないため、個別の記載はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬諮問委員会が事前に審議し、その助言・提言を踏まえて取締役
会の決議により定めております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。

１．基本方針

当社は、企業価値向上に向けた適切なインセンティブとなるように、取締役の報酬体系は、常勤・非常勤の別を含めた各取締役の職務、職責およ
び会社の業績等を考慮したものとしております。具体的には、社外取締役および非常勤取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬としての基本報
酬と業績連動報酬としての金銭報酬および株式報酬により構成し、主に監督機能を担う社外取締役および非常勤取締役については、その職務に
鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は、月例の金銭報酬とし、職務・職責・在任年数を総合的に勘案して決定しております。

３．業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または交付数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、目標とする業績指標に連動した金銭報酬および株式報酬を支給しております。
具体的には、基本報酬をベースとして、当社グループの経常利益額、売上高経常利益率、ＲＯＥ、ＲＯＡ（経常利益ベース）の過去３年度平均によ
り導き出した乗数を用いて業績連動報酬を算出しております。なお、当該業績指標を選定した理由は、当社の企業価値向上への貢献を図る指標
として最適であるとともに、客観的にも明確な指標であるからであります。

　また、目標とする業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて経営計画と整合するように見直しを行うものとし、指名・報酬諮問委員会の助
言・提言を踏まえて取締役会において決定しております。

　業績連動金銭報酬は、毎月均等に支給しております。業績連動株式報酬は、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を毎年１回一定の時
期に付与し、その譲渡制限の解除は、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した時としておりま
す。

４．基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の個人別の報酬等の額に対する割合

基本報酬と業績連動報酬および株式報酬の支給割合は、社外取締役および非常勤取締役を除き、当社グループの経常利益額、売上高経常利
益率、ＲＯＥ、ＲＯＡ（経常利益ベース）の過去３年度平均が目標を達成した場合に、概ね７：２：１の割合となるように設定するものとし、指名・報酬
諮問委員会の助言・提言を踏まえて取締役会で決定しております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

各取締役の具体的報酬の額または交付数については、取締役会が定めた算定方法にもとづき原案を作成のうえ、独立社外取締役が委員の過半
数を占め、かつ独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会が事前に審議し、その助言・提言を踏まえ取締役会の決議による委任の範
囲内で代表取締役が決定しております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役に対しては、取締役会事務局担当の人事総務部がサポートにあたっております。また、社外監査役に対しては、監査室が監査役監
査に必要な補助業務および監査役会事務局業務にあたっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．業務執行、監査・監督の概要

　当社は監査役会設置会社であり、かつ社外役員を選任しております。社外監査役を含む監査体制が経営監視機能として有効であり、また当社
の現状において現体制が適正であると判断しております。社外取締役には経営の遵法性、透明性の確保、向上のため助言等をお願いしていま
す。

（１）　業務執行について

　当社の取締役会は８名の取締役で構成されており、このうち４名は社外取締役であります。毎月１回以上、取締役会を開催するほか、同一の構
成員による経営方針会議を開催し、重要な経営問題につき審議ならびに討議を行っております。また、社内の重要会議には、社外取締役を除く全
ての取締役が出席し、業務執行への指示・意見交換を行っております。

（２）　監査・監督の方法

　　（ア）　内部監査

　　　　　当社では、内部監査部門として社長直属の監査室を設置しております。監査室は、内部監査計画に基づき、原則年一巡方式により

　　　　各組織の内部監査を実施し、監査結果や改善点の指摘等を定期的に社長に報告することとしております。また、子会社における

　　　　内部監査は、当社の経営企画室または海外事業部と子会社の内部監査部門が連携して実施しております。

　　（イ）　監査役監査

　　　　　当社の監査役会は監査役４名（うち、社外監査役は２名）で構成されております。監査役監査の方針、監査計画、監査の方法および

　　　　分担は、監査役会で協議のうえ策定されます。当社の取締役会および経営方針会議には監査役全員が出席するほか、社内のその他

　　　　の重要会議には常勤監査役が毎回出席しております。子会社の業績等については、当社の監査役会は毎月書面による報告を受ける

　　　　とともに、3ヶ月毎に「グループ監査役連絡協議会」を開催し、子会社の監査役が四半期業績の状況および監査結果等について報告を

　　　　行うなど、積極的に情報交換を行っております。

　　（ウ）　会計監査

　　　　　2022年３月期におきまして、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、PwC京都監査法人所属の松永幸廣氏、有岡照晃氏

　　　　の２名であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他（公認会計士試験合格者等）11名であります。

　　　　なお、当該公認会計士の継続監査年数は、松永幸廣氏は６年、有岡照晃氏は１年であります。

２．業務執行、監査・監督の強化について

（１）　コンプライアンスの徹底とリスク管理

　グループ各社を含む横断的なコンプライアンス体制の整備と実施のため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会
は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告いたします。また、コンプライアンス委員会は、組織横断的リスク管理
の状況を監視し、全社的対策を検討いたします。なお、各役員のコンプライアンスに対する意識と確認を促進するため、「取締役業務執行確認書」
および「監査役業務執行確認書」を毎期末に監査役会に提出する制度を採用しております。

（２）　積極的な情報開示

　当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーへの適時適切な情報開示が非常に重要であると認識しており、幅広い情
報公開により経営の透明性を高めるよう努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役会設置会社であり、かつ社外役員を選任しております。社外役員を含む監査体制が経営監視機能として有効であり、また、当社の
現状において現体制が最適であると判断しております。

　また、当社は「企業は社会の構成員であり、社会の公器である」との認識に立ち、経営の透明性を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等あら
ゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、グループ全体として企業価値の向上と持続的かつ健全な成長を成し遂げ、表面処理加工
事業を通じて社会に貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると考えております。これらの課題に対
応していくためにも、現在のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させていくことが当社にとって望ましいと認識しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　第71回定時株主総会（2022年６月24日開催）におきましては、６月２日に発送いたしまし
た。

集中日を回避した株主総会の設定 　集中日を避けるため、できる限り前倒しの開催となるよう努めております。



電磁的方法による議決権の行使 　インターネットによる電磁的方法により議決権が行使できる環境にあります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにより議決権
が行使できます。

招集通知（要約）の英文での提供 　当社ウェブサイト上に掲載しております。

その他 　招集通知を当社ウェブサイト上に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　年１回、個人投資家向け投資フェアに出展し、ミニ会社説明会を実施しており
ます。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　年２回（本決算後および中間決算後）、代表者による決算説明会を開催して
おります。各四半期決算については、機関投資家向けにスモールミーティング
を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　決算短信・ファクトブック・決算説明会資料等を掲載しております。また、重要
事実等が発生した場合は、対外発表に合わせて、できるだけ速やかに当社
ウェブサイト上に掲載しております。（https://www.tocalo.co.jp/ir/index.html）

IRに関する部署（担当者）の設置 　IRに関するお問合せ窓口は、経営企画室としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、経営理念のなかで、株主、取引先、社員、地域社会等あらゆるステークホル
ダーとの良好な信頼関係を基礎にすることを掲げております。また、当社グループにおける
業務等に関する重要事実等（内部情報）の管理のため、「内部情報管理および内部者取引
管理規程」を制定し、適時開示について迅速、正確かつ公平な公表を基本とする体制を構
築しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、溶射加工を中核とする表面処理加工の専業メーカーであり、その皮膜が持つ省
資源化、省力化、環境負荷低減等の諸機能を通じて社会に貢献し、地球環境を守ることを
環境基本理念としております。以下のテーマについて環境目標を設定し取り組んでおりま
す。

（１）　事業活動の省エネルギー、省資源

（２）　事業活動推進による環境への貢献

　また、地域・社会貢献活動に積極的に取り組むために年間予算を設定し、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止への支援、留学生支援などを行いました。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、2015年9月18日に開催された取締役会において当社の業務の適正を確保するための体制（以
下「内部統制システム」という）の整備に関する基本方針を下記の通り決定いたしました（2021年６月　執行役員制度導入により追記）。

１．当社および当社子会社からなる企業集団における取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための
体制

（１）　企業の行動指針およびコンプライアンス規程を制定し、当社トップがその精神を役職員に伝えることにより法令および社会倫理の遵守を企
業活動の前提とすることを徹底する。

（２）　管理本部長をコンプライアンス担当として任命し、グループ各社を含む横断的なコンプライアンス体制の整備と実施のため、管理本部長を委
員長とするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報
告する。経営企画室はコンプライアンス委員会の事務局として活動するとともに役職員への周知徹底を図る。内部監査部門（監査室）は経営企画



室と連携の上コンプライアンスの状況を監査する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

　文書管理規程、記録管理規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役職務執行に係る情報を書面または電磁的媒体に記録
するとともに、適切に保存および管理（廃棄も含む）し必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。

３．当社および当社子会社からなる企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）　部門および子会社ごとの業績報告を、取締役・執行役員を中心に構成される会議体にて定期的に行い、継続的なモニタリングを通してリスク
管理を行う。

（２）　コンプライアンス、反社会的勢力への対応、環境、災害、品質、情報セキュリティ、与信管理、投融資および輸出管理等に係る当社グループ
の企業活動および経営戦略上のリスクについては、それぞれの担当部署にて規則・ガイドライン・マニュアル等を作成し、周知徹底を図る。なお、
不測の事態が生じた場合は、災害対策規程に則り、ただちに災害対策本部を設置し対策を実施する。

上記以外に新たに生じたリスクについては、当社の取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、体制を整備する。

（３）　コンプライアンス委員会は、組織横断的リスク管理の状況を監視し、当社グループ全社の対策を検討する。

４．当社および当社子会社からなる企業集団の取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　以下の経営管理システムを用いて、当社グループの取締役・執行役員の職務執行の効率化を図る。

（１）　日常の職務遂行に際しては、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り
業務を遂行することとする。

（２）　当社の取締役および当社の監査役を構成員とする経営方針会議を設置し、当社グループの重要事項について迅速な方針決定を行う。

５．当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　「関係会社管理規程」に従い、関係会社の行なう重要な意思決定に際しては、当社主管部門・本社部門との協議、重要事項の報告などを義務づ
けるとともに、重要な資産の取得、処分等については、当社の取締役会、当社トップの事前承認を要求することで、グループ一体運営を図ることと
する。

６．監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する
事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）　監査役は、監査室所属の職員に、監査役監査に必要な業務および監査役会事務局業務に関する事項を命令することができるものとし、監
査役より業務命令を受けた職員はその命令に関して取締役、所属長等の指揮・命令を受けないよう独立性を確保する。

（２）　監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については監査役の同意を必要とする。

７．当社の取締役・執行役員および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役
への報告に関する体制、報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

（１）　当社の取締役・執行役員および使用人は、監査役の求めに応じて随時その職務の執行状況等に関する報告を行う。また子会社の取締役、
監査役および使用人が監査役の求めに応じて随時その職務の執行状況等に関する報告を行うように指導する。

（２）　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、定期的に事業および財務の状況等の報告を受ける。

（３）　当社の取締役・執行役員および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生しまた発生
する恐れがあることを発見したときは、当社の監査役にすみやかに報告する。

（４）　当社の監査役が当社の取締役・執行役員および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人から報告を受けることができるよう内
部通報制度を整備する。

（５）　当社の取締役・執行役員および使用人並びに子会社の取締役、監査役および使用人の、当社の監査役への情報提供を理由とした不利益
な取扱いは一切行わない。

８．監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項　

　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした際には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場
合を除き、監査役または監査役会の要請により適切かつ迅速にこれを前払いまたは償還するものとする。

９．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

（１）　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、経営状態・意思決定プロセスについて把握し、これを監査する。　　

（２）　監査役に対して、監査役監査業務がより効率的に行えるよう、監査室を中心とした内部体制の整備・拡充に努める。

（３）　監査役に対して、必要に応じて独自に弁護士、会計士等の有識者に監査役の監査業務に関する助言や支援を受ける機会を保障する。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社および当社子会社は金融商品取引法の定めに従い、「財務報告に係る基本方針」を制定し、これに基づき適切な業務の運用に努めること
により、財務報告の信頼性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断することを「企業倫理行動」とし徹底する。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明



―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下の通りであります。

１．会社情報の適時開示実施に係る社内体制

（１）　内部情報の管理および内部情報の適時開示に係る情報管理責任者（東京証券取引所への窓口としての「情報取扱責任者」を兼ねる）を管
理本部長とし、情報管理担当部長を人事総務部長としております（子会社の情報管理責任者は子会社の代表取締役に委任）。

（２）　内部情報の発生（決定を含む）または入手にかかわる部署の内部情報管理責任者を、各部門長（本部長、工場長等）とし、内部情報が発生
した場合、各部門長は直ちに管理本部長または人事総務部長にその内容を報告します。

（３）　内部情報に該当するか否かの検討を行う責任者は、情報管理責任者（管理本部長）および情報管理担当部長（人事総務部長）とし、必要に
応じて各部門長に助言を行います。

（４）取締役会、経営方針会議等業務執行機関での重要事実の決定、発生事実の報告および決算情報の承認等を受けて、管理本部長は直ちに
公表に関して人事総務部長と協議し、適時開示します。ただし、発生事実等で緊急を要する場合は、管理本部長が代表取締役社長の承認を得
て、適時開示します。　

２．適時開示の流れ

　添付図の通りです。



適時開示の流れ

 内部情報発生、決定等の

 報告および照会 助言等
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 公表の指示

 適時開示
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